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個別避難計画策定と地域福祉

本資料の二次使用はご遠慮ください。



個別避難計画
策定の段階

策定牽引・支援者（専門職等）の役割・内容

１．対象者の選定

①関係者の参画呼びかけ（ケアマネ、相談支援専門員、社協CSW、民生委員、
自治会町内会長・自主防会長など）
②地域調整会議による対象者絞り込み・選定
③対象者及び家族への計画策定・情報共有の同意

２．対象者アセスメ
ント実施

①専門職と本人・家族によるアセスメント（ハザード、心身状況、孤立度、疾病
や服薬、災害リテラシーの程度、災害への備えの状況など）
②アセスメント結果の分析

３．地域調整会議
開催と個別避難計
画作成

①地域調整会議の呼びかけ・招集・調整
②間取図、避難経路地図、個別避難計画様式、マイタイムライン等の準備
③地域調整会議におけるアセスメント分析結果の共有
④避難場所・避難経路・連絡先・避難支援者・連絡方法等の確定
⑤個別避難計画およびマイイムライン（暫定版）の完成
⑥行政への提出及び関係書共有についての同意

４．避難訓練実施
①避難訓練実施の呼びかけ・調整・準備
②避難訓練の実施
③個別避難計画・マイタイムラインの修正・確定

５．共有・保管・更
新

①個別避難計画・マイタイムラインの行政への提出（報酬請求）
②個別避難計画・マイタイムラインの本人・家族・支援者間での共有
③概ね１年ごとの避難訓練と計画の見直し
（本人のADLやリテラシー、家族介護力、支援住民力等の再アセスメント）

個別避難計画策定の手順



個別避難計画の作成における

地域調整会議とは、その参加者とは

◼ 地域調整会議とは
個別避難計画の作成のための会議

個別避難計画の実施に関係する者が参加する会議

対象者の選定なども

◼ 地域調整会議への参加が求められるのは
本人（個別避難計画の対象）および家族

担当の福祉専門職（介護支援専門員、相談支援専門員など）

市町村社会福祉協議会地区担当職員（サービス利用のない要配慮者選定）

民生児童委員（サービス利用のない要配慮者選定）

避難支援等実施者（＝近隣住民）

自主防災組織や自治会・町内会関係者

地域包括支援センター職員（要支援者・特定高齢者等の要配慮者選定）

福祉施設・事業所職員（一次避難先指定福祉避難所になり得る場合には参加）

その他必要に応じて市町村担当者、主任児童委員、保健師 なども
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地域防災における民生児童委員への期待

《災害に備える民生委員・児童委員活動 １０ か条》
第１条 自分自身と家族の安全を最優先に考える

第２条 無理のない活動を心がける

第３条 地域住民や地域の団体とつながり、協働して取り組む

第４条 災害時の活動は日頃の委員活動の延長線上にあることを意識する

第５条 民児協の方針を組織として決めておく

第６条 名簿の保管方法、更新方法を決めておく

第７条 行政と協議し、情報共有のあり方を決めておく

第８条 支援が必要な人に、支援が届くように配慮する

第９条 孤立を防ぎ、地域の再構築を働きかける

第10条民生委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する

《災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針》
Point① 平常時の取り組みこそが重要 ≪平常時≫

日頃から災害対策に積極的に取り組んでいた地域では、災害時も円滑に対応できたとのことです。住民相互
に支援し合えるような体制づくりをはじめ、災害時に支援が必要な人も参加しての防災訓練や避難訓練など、
地域ぐるみの取り組みが極めて重要です。

Point② 自分自身と家族の安全確保が最優先 ≪発災時≫

災害発生時は、なにより自分自身と家族の安全確保が最優先です。地域住民のひとりとして、率先避難を心
がけましょう。そのうえで、まず自身の安否を単位民児協会長等に連絡するようにしましょう。

Point③ 支援を必要とする人に必要な支援が届くようにつなぐ ≪発災後≫

避難所では、高齢者や障がい者、乳児のいる母親などに対して十分な配慮が必要です。また、避難生活では
、普段は支援が必要のない人も、環境の変化によって支援が必要になることもあります。心身の状況から集団
での避難生活は困難と考え、ライフラインが停止した状態でも、在宅等で生活せざるを得ない住民も存在しま
す。民生委員は日頃の訪問活動等を通じて、地域住民が抱える課題を把握しています。避難所や仮設住宅で
の避難生活のなかで、支援が必要な人に、必要な支援が届くようにつなぐ活動が期待されます。



要配慮者
「高齢者，障害者，乳幼児その他の
特に配慮を要する者」

災害対策基本法
第8条2項15号

避難行動
要支援者

「要配慮者」のうち，「自ら避難する
ことが困難な者であって，その円滑
かつ迅速な避難の確保を図るため
特に支援を要する者」

災害対策基本法
第49条の10

対象者の選定・・・支援・配慮が必要な人は？
サービス利用者だけが要配慮者ではない。潜在的に様々な人がいることに気づく必要

ハイリスク予備群

◼ ひとり暮らしの高齢者 ・高齢者のみの世帯

◼ MCIの人 ・難病の人

◼ 一時的なけがや病気の人

◼ 軽度知的障害（ボーダー層）や発達障害

◼ 妊産婦 ・乳幼児＆育児家族 ・化学物質過敏症の人

◼ 日本語での意思疎通が困難な外国人

◼ 災害により要支援となった人（けが・病気など）

◼ 旅行中・出張中など地元民でない人

◼ 状態像で考えると････立つことや歩行ができない、音
が聞こえない（聞き取りにくい）、物が見えない（見えに
くい）、言葉や文字の理解がむずかしい、危険なことを
判断できない、顔を見ても知人や家族とわからない、
などなど・・・

◼ 具体的には････自分の身の危険を察知できない、危
険を知らせる情報を受け取ることができない、身の危
険を察知できても救助者（周囲）に伝えられない、危険
を知らせる情報受け取っても対応行動ができない

個別避難計画の対象となるのは
「避難行動要支援者」（災害対策基本法第49条の10）当該市
町村に居住する「要配慮者」のうち、災害が発生し、又
は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難す
ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避
難の確保を図るため特に支援を要する者

①地域におけるハザードの状況
（洪水・津波・土砂災害等の危険度の想定）

②対象者の心身の状況、情報取得や判断への支援必要度
（要介護度・障害認定等）

③独居等の居住実態、社会的孤立の状況

対象者の選定〈優先度の考え方〉



個別避難計画作成の共有と個人情報保護

個別避難計画の複写保存（共有）はどの範囲まで？
◼ 本人

◼ 連絡先の家族

◼ 支援活動者＝避難支援等実施者

◼ 地区担当民生児童委員

◼ 介護支援専門員・相談支援専門員

◼ 福祉避難所として想定される福祉施設

◼ 行政

◼ 町内会長・自治会長

個人情報の関
係者所有に関
する本人同意
の必要

個別避難計画作成の中（アセスメント・地域調整会議等）で個人
情報を共有し取り扱うので、開始時点で信頼関係が形成され、
かつ同意が得られている必要
（※注）地域福祉実践における個人情報保護問題は人間関係・信頼関係問題である



個別避難計画作成を通じた地域福祉との連動

町内会・自主防災組織・民生児童
委員等が集まり（地域調整会議）、
地域の要配慮者を抽出してみる

分担して「個別避難計画」の策定
について本人および家族に同意を
貰いに訪問する

同意した人一人ずつについて、本
人・家族・町内会・自主防災組織・
民生児童委員・ご近所（避難支援
等実施者）・専門職（ケアマネ・社
協）等が集まり、地域調整会議を
開催し、個別避難計画を作成

①ハザードの状
況
②心身の状況、
支援必要度
③独居等社会
的孤立状況

→本人同意or拒否

個別避難計画に基づく防災訓練兼
避難訓練を実施

→計画の修正
もあり得る

地域調整会議の中で、本人の孤独、日常生
活の不自由・不便、将来への不安等、災害
時避難のみならず日常生活上の様々な困難
を知り、近隣住民を中心に「見守り」「話し相
手」「サロン等居場所への参加」など地域で
の支え合い活動に繋いでいく

近隣住民に声掛けして、避難支援
等実施者として、地域調整会議に
参加してもらえないか勧誘（地域の
人材発掘のきっかけに）

多くの住民の個別避難計画が作
成されてくると、それを踏まえた地
区防災計画の作成に地域をあげ
て（みんなで）取り組む

個別避難計画の確定
概ね1年ごとの見直し

地域での啓発・研修・訓練



日常も、災害時も地域のみんな
で、支え合ったり、気に掛け合っ
て不安を取り除けるといいね

地域防災と地域福祉の連携・協働
要援護者・生活者目線でみれば一連・一体、まさに包括的に支援してほしいニーズ

災害時
の不安

日常生活の
不便・困り
ごと・将来
の不安

必ずしも要介護高齢
者手帳を持っている
障害者に限らない

ひきこもりの人は？
育児中の人は？
薬が手放せない人は？



個別避難計画から地区防災計画策定へ
小地域福祉活動計画（地区社協計画）と地区防災計画をセットで策定

防災基本計画
国

（中央防災会議）

都道府県
（都道府県防災会議）

市町村
（市町村防災会議）

町内会･自治
会等の地域

地区内の個別避難
計画の蓄積・総和

防災業務計画

都道府県地域防災計画

市町村地域防災計画

地区防災計画（任意）

･････基本指針を示す防災計画で、防災分野の最上
位計画（第34・35条）

･････防災基本計画に基づき、各省庁や独立行政法
人等が策定するBCPにあたるもの（第36条の１）

･････地区居住者等により自発的作成される防災活
動に関する計画（第42条3項、42条の2）

･････市町村防災会議または市町村長が作成する計
画（第42条）

･････都道府県防災会議または都道府県知事が作成
する計画（第40条）

Aさんの避難
にはリヤカー
が必要

Bさんは聴覚障
害があるから
筆談具が必要

Cさん家には赤ん坊がい
るので避難所にミルクや
紙おむつの備蓄が必要

Dさんは自閉
症なので個室
避難の必要

防災倉庫には●●が■個必
要。避難所に筆談具を備えて
おこう。赤ちゃんがいる家族は
備蓄のある▲▲に避難するこ
とにしよう。世帯ごとの個室避
難所を確保しよう。･･･といった
具体的内容が詰められてくる。

地区防災計画におけ
る福祉施設の役割も書
き込まれる場合もある



地区防災計画
の概要

2013年6月の災害対策基本法改

正の際、防災計画体系の中で地域
コミュニティにおける共助の推進の
ために「地区防災計画制度」が新
たに創設された

計画の基本的考え方

４.防災活動の内容

△△地区防災計画 （構成例）

１．計画の対象地区の範囲
△△市△△町

２．基本的な考え方
（１）基本方針 （目的
（２）活動目標
（３）長期的な活動計画
３．地区の特性
（１）自然特性
（２）社会特性
（３）防災マップ
４．防災活動の内容
（１）防災活動の体制（班編成）
（２）平常時の活動
（３）発災直前の活動
（４）災害時の活動
（５）復旧・復興期の活動
（６ ）市町村等、消防団、各種地域団体、ボランティア等連携
５．実践と検証
（１）防災訓練の実施・検証
（２）防災意識の普及啓発
（３）計画の見直し



地域防災と地域福祉の取り組み方は同じ
縦割り・縄張りを超え、地域のみんなで、避難できない方のことを考え、支える仕組み作りに取り組む必要

話し合いから気づき・学びへ
➢ 真の避難行動要支援者の洗い出し・抽出
➢ 想定される災害と地区内の危険箇所の点検・洗い出し
➢ 避難所の点検（場所、部屋数・風呂・トイレなど設備、備品）

学んだ結果対策を取りまとめる計画づくり
➢ 避難ルートや避難所の整備計画・共助のしくみづくり（地区防災計画）
➢ 避難行動要支援者の個別避難計画／マイタイムライン策定
➢ メンバー・参加者・協力者の拡大

計画が画餅に帰さないために避難訓練を実施
➢ 春夏秋冬／昼夜／晴雨風雪／様々な災害種類／様々な人々を組み合わせた防災
訓練・避難所体験等を重ね、地区防災計画・個別避難計画のアップデートと「地域の
防災力」・「住民の防災力」の向上を図る

住民主体の地域防災専門職による側面支援

地域・近隣住民が参加して個別避難計画作成に取り組む中で、対象者が実は日常生
活上にも多くの生活課題・困難・不便・不安を抱えていることを知り、災害発生時支援だ
けでなく日常生活支援活動にも広がっていく。地域の中で、住民同士が互いの命と暮らし
を守るために、気づき、学び主体形成を図る過程は、コミュニティワーク方法論そのもの



Fin


